
新させぼっ子未来プラン（仮称）の位置づけの再整理 
 新させぼっ子未来プラン（仮称）は、以下の計画を包含する計画として位置づけるものである。 

 子ども・子育て支援事業計画 市町村行動計画 ※ 母子保健計画 

根拠法令等 「子ども・子育て支援法」 「次世代育成支援対策推進法」 
「母子保健計画の策定について」 

（平成８年５月１日厚生省児童家庭局母子保健課長通知）  

趣 旨 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の提供体制の確保、その他子ども・子育

て支援法に基づく業務の円滑な実施に関

する計画 

次代の社会を担う子どもが健やかに生ま

れ、かつ、育成される社会の形成に資するた

め次世代育成支援対策を迅速かつ重点

的に推進するための行動計画 

効果的な母子保健対策の推進を図るため

の市町村計画 

計 画 内 容 

●教育・保育の量の見込、提供体制の確

保の内容、実施時期 

●地域子ども・子育て支援事業の量の見

込、提供体制の確保の内容、実施時期 

●幼児期の学校教育・保育の一体的提

供、推進に関する体制の確保内容 等 

●地域における子育ての支援 

●母性並びに乳児及び幼児等の健康の確

保及び増進 

●子どもの心身の健やかな成長に資する教

育環境の整備 

●子育てを支援する生活環境の整備 

●職業生活と家庭生活との両立の推進 

●子ども等の安全の確保 

●要保護児童への対応などきめ細かな取

組の推進 

●母子保健をめぐる現状 

●サービス提供の現状等 

●サービスの目標 

 

※平成 17年度以降は、母子保健

計画を次世代育成支援対策推進

法に基づく市町村行動計画の一部

として組み込むこととされた 
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